
 

 

 

１．花火に書いてある遊び方をよく読んで必ず守りましょう。 

２．花火を人や家に向けたり、燃えやすい物のある場所で遊んだりしないようにしましょ

う。衣服に火がつかないように注意しましょう。 

３．手持ちの筒もの花火は、手の位置に注意しましょう。 

４．風の強いときは、花火遊びはやめましょう。 

５．水を用意しましょう。 

６．大人と一緒に遊びましょう。 

７．たくさんの花火に、一度に火をつけないようにしましょう。 

８．正しい位置に正しい方法で点火してください。 

９．吹き出し、打ち上げなどの筒もの花火は、途中で火が消えても筒をのぞいてはいけま

せん。大けがになることもあります。点火するときも筒先に顔や手を出さないこと。 

１０．花火をポケットに入れてはいけません。 

１１．花火をほぐして遊ぶことは危険です。絶対にしてはいけません。 

以上のことに注意し、広い場所で、 必ず大人の人と一緒に遊びましょう。 

小美玉市消防本部からのお知らせ 

 
水の入ったバケツ・ゴミ袋・ローソク、かとり線香 

  以上のものを用意し、広い場所で、 必ず大人の人と一緒に遊びましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置設置設置設置しましたかしましたかしましたかしましたか？？？？住宅火災警報器住宅火災警報器住宅火災警報器住宅火災警報器！！！！大切大切大切大切なななな家族家族家族家族のののの命命命命をををを守守守守るためにるためにるためにるために    

    住宅火災での死者増加に歯止めを掛けるべく消防法が改正され、すべての一般住宅に「住住住住

宅用火災警報器宅用火災警報器宅用火災警報器宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。「住宅用火災警報器住宅用火災警報器住宅用火災警報器住宅用火災警報器」とは、煙や熱を感知す

ると大きな音や音声を出して、家人に火災の発生を知らせる装置です。 

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年６６６６月月月月１１１１日日日日からからからから、、、、すべてのすべてのすべてのすべての住宅住宅住宅住宅にににに小美玉市火災予防条例小美玉市火災予防条例小美玉市火災予防条例小美玉市火災予防条例によりによりによりにより、、、、設置設置設置設置がががが義務義務義務義務付付付付けけけけ

られていますられていますられていますられています。。。。 

悪質訪問販売悪質訪問販売悪質訪問販売悪質訪問販売がががが発生発生発生発生していますしていますしていますしています！！！！ 

住宅用火災警報器の義務化に便乗するように、悪質・不適切な訪問販売が増えてい

ます。消防や役所の職員・委託業者を装って家庭に訪れ、強引に高額で購入させようと

する手口が多いようです。ご注意ください！ 

 

      ※※※※    消防署消防署消防署消防署やややや市役所市役所市役所市役所ではではではでは、、、、斡旋販売斡旋販売斡旋販売斡旋販売はははは一切行一切行一切行一切行っておりませんのでごっておりませんのでごっておりませんのでごっておりませんのでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。    

※※※※    不明不明不明不明なななな点点点点などがありましたらなどがありましたらなどがありましたらなどがありましたら、、、、各消防署各消防署各消防署各消防署へおへおへおへお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    

◇ 小川消防署 58‐4611 ◇ 美野里消防署 48‐2266 ◇ 玉里消防署 58‐0555 

     火災の問い合わせ   ５８－０１１９(自動音声案内) 

     病院の照会等     各消防署へ電話にてお問い合わせください。 

 

 

 

 

キケンだよ！ 


